
２、歯科に新規導入がない理由 

 

１）歯科医師の反対（前篇） 

 

・皆保険以前 

 

なぜ医科や調剤は自然増しているのに対して、歯科には、自然増がない、つまり新規導入に伴う診療行

為増がない現状のようになってしまったのでしょうか。 

 

それは、歯科医師自身が反対をしてきたからに他ならないからなのですが、その理由を説明するには、健

康保険制度が国民皆保険になる前まで遡る必要があります。 

 

ここに、昭和２４年の都内のある区の「報酬規定」（上の写真）があります。金冠（大臼歯）・四千

円以上、サンプラチナ冠・五百円以上とあります。代用金属冠の治療費と金冠の治療費には大きな「差

額」があります。当時の金価格は１ｇ４００円程度だったようです。 

金冠の材料費を８００円、サンプラチナ冠（ニッケルクロム）の材料費を１００円と見積もると、技術



料は、金冠が３２００円、サンプラチナ冠が４００円となり、歯科医院の収入が材料の違いによって大

きく変わっています。 

保険の診療報酬ではなくても、歯科診療の料金体系においては、貴金属の補綴と代用合金の補綴とで

は大きな技術料「差額」が存在していたのです。皆保険以前の歯科医院は、そんなに忙しくなかったとい

われています。そういう状況で、この「差額」は、歯科医院の収入源として大きなものだったに違いありませ

ん。言い方を変えると、歯科医院にとって、「差額」は、なくてはならないものだったのでしょう。 

 

（材料費以外を便宜的に技術料としている） 

 

さて、国民皆保険が定着する以前の保険の診療報酬は、単価が低く、保険診療を行う医療機関がそ

れほど多くはなかったようです。 
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保険給付と保険外負担の現状と展望に関する研究報告書（日本医師会総合政策研究機構） 

より引用 

 

こういった状況の中、歯科の保険医療機関を増やす方策なのか「通知」が出されます。いわゆる差額

徴収の始まりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和３０年８月１９日・保発第 52号 

金合金を使用する補綴の療養上、特に必要ある症例について 

〔金冠適応症〕 

１．他の金属をもってしては、著しく変色し、或いは為害作用があると認められる場合 

２．対合歯又は隣在歯に金冠或いは金インレー、金鈎などが装着してある場合 

 

昭和 30年 8月 19日・保発第 52号 厚生省保健局長から各都道府県知事あて 

 

歯科補綴において金合金を使用した場合の特例について 

社会保険における歯科補綴における金合金の取扱に関しては、昭和 30 年 8 月 3 日保発第 45 号「第 19

回中央社会保険医療協議会の結果について」及び 8 月 19 日保発第 52 号「金合金を使用する補綴の療

養上特に必要ある症例について」をもって通知したところであるが、金合金を特に必要とする症例の他は、下

記の用に取り計らうとともに、医療担当者がみだりに慫ようとすることのないよう監督されたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「差額治療」という表現で、代用金属冠と金冠の治療費の差額を患者から徴収できるとしています。この

「差額」が材料の差額なのか、技術料の差額なのかは、一切問われず、治療費の差額を徴収することに

なっています。 

 

昭和３０年時の保険の診療報酬は不明ですが、昭和２９年の某県の歯科診療表があります。当時

の金は１ｇ６００円以下でした。金額は、昭和２４年より全体が高くなっていますが、金冠と代用金

属冠の「差額」の構図は、全く一緒です。 

 

 

「金合金使用による冠及び鈎の料金から歯科診療報酬点数表に定める補綴の所定点数を金額に換



算した額を控除した額を患者から徴収」するということは、この料金表でいえば、５０００円－８００

円＝４２００円を患者から徴収するということであり、１ｇ６００円という材料費を考慮すると、材料

差額よりも技術料差額を患者から徴収できる仕組みだったのです。それは、診療報酬を安くしたままで、

保険医療機関を増やすための方策だったのかもしれませんが、結果として、歯科医院にとって、「差額」は、

なくてはならないものという構図は、全く変わらないまま、歯科診療は保険の診療報酬だけでなく、患者

の負担があることが前提で成り立つようになっていくのでした。 

 

 

・差額徴収の拡大 

 

歯科においては、国民皆保険になっても、差額徴収が拡大されていきます。昭和４２年に、中医協の建

議に基づき、厚生省の通知が出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４２年９月１０日・第３５回中医協総会「建議書」 

歯科材料費についての差額徴収の緩和を考慮する。 

昭和４２年１１月１７日・保発第４４号 保険局長通知 

（差額治療の範囲） 

歯科領域における差額徴収の扱いについては、昭和 30年 8月 19日保発第 53号をもって通知

したところであるが・・・・・今般の建議の趣旨に基づき、金合金の他に、白金加金、金属床及びポ

ーセレンを使用する歯冠修復及び欠損補綴について及びダミー２歯を超えるブリッジについても同

様の扱いとすることとしたこと、これら具体的取扱いについては、別途通知するところによるが、医療

担当者がみだりに慫ようすることのないよう監督を厳にされたいこと。 

昭和４２年１１月１７日・保発第１２２号 医療課長通知 

（差額治療における患者負担額） 

当該金合金、白金加金、金属床及びポーセレンを使用する歯冠修復及び欠損補綴の料金

（慣行料金）から歯科点数表に定める歯冠修復及び欠損補綴の最も近似する行為の点数



 

 

 

 

 

 

 

財源に苦しむ国と収入を増やしたい歯科医療担当者の思惑が一致したのか、この通知によって、歯科

の差額徴収の適用範囲が大幅に拡大されることになったのです。当時から医科は、自由診療をなくし、

できるだけ保険の適用範囲を増やして、医療を保険診療に一本化するような策をとっていましたが、歯科

は、事実上、保険と自由診療の２本立てになっていくのでした。歯科は、この時には既に保険に新しい技

術を取り込むということに熱心ではなく、「技術料」は患者から徴収するものだと考えていたのです。当時の

歯科医師にとっては、「差額」こそが、歯科の技術料だったのでしょう。 

 

ところで、中医協の建議には、 

「歯科材料費についての差額徴収」 

とあり、一方、厚生省の通知には、 

「（慣行料金）から・・・歯科点数表に定める・・・控除した額」 

とあります。 

当時の慣行料金と診療報酬にどれだけの差があったのか定かではありませんが、「材料」差額以上に

差があったはずです。その結果として、「差額」徴収制度の「差額」の解釈が、医療担当者とそれ以外のひ

とで違ってしまいました。すなわち、 



 

・医療担当者、すなわち歯科医師は、公的な診療報酬と自分達の考える技術料との「差額」 

 

・それ以外のひとは、貴金属と代用合金の材料「差額」 

 

実は、この差額徴収制度には以下のような大きな問題点が２つありました。（このことについては、６、補

綴の見直しで詳述する予定） 

 

１、 制度に法的根拠がない 

・「混合診療」自体が、法律上は存在しない 

・法律で定めるもの以外は独禁法の対象であるので、健康保険法に定められていない診療については、

価格を公的に決めることはできない。 

・通知や通達だけで運用することにそもそも無理があった。 

 

２、歯科診療の料金体系が「どんぶり」 

・「差額」が材料差額なのか、技術料差額なのか曖昧。中医協での建議（材料差額）と厚生省の

通知（慣行料金との差額）に齟齬がある。 

・皆保険以前の歯科診療の料金の根拠が薄弱。金冠と、代用合金冠の慣行料金には、材料差額

以上の、大きな差があった。 

 

「差額」こそが、技術料と考える歯科界、「差額」は材料費の差額と考える世間。 



 

問題点を抱えたまま、差額徴収制度は拡大されていったのです。当然の帰結として、歯科診療は、社

会問題になっていくのでした。 

 

 


